農林道補修原材料　申請要領

1  申請書に必要事項を記入し、補修位置図及び補修前の写真を２～４枚程度（必要に応じて追加の指示をします）添付して、事業着手予定日の１４日前までに農業政策課（または、各振興局地域振興係）へ提出してください。


2  申請書提出後、農業政策課で申請内容を確認し、支給の可否を連絡します。
（補修活動はこの連絡の後に始めてください。）

3  原材料の注文は、地元が行ってください。
（市から業者を指定することはありません。実施主体が選定された業者に注文を行ってください）

4  搬入の時期や場所は、地元が業者へ指示してください。
5  請求書は地元が受け取り、農業政策課（または各振興局地域振興係）へ提出してください。

6  実施に際して、作業の様子を撮影してください。ああ（市から指示があれば、草刈りも行ってください。）

7  報告書に必要事項を記入し、作業中・補修後の写真（補修前と同じ箇所）をそれぞれ２～４枚程度（必要に応じて追加を指示します）、請求書を添付して、④材料搬入完了後14日以内に農業政策課（または各振興局地域振興係）へ提出してください。

8  補助対象は、現場着までの材料費に限ります。

9  報告書類をすべて確認し、請求いただいた材料費を市から業者へ支払います。

※　原則として、１団体（区、農会または土地改良区）につき年１回、予算の範囲内で８万円
以内の補助を行います。
※　事後申請については補助いたしませんので、必ず申請してから実施してください。
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